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イ　訪問介護労働者に対し雇入れ時及び１年以内ごとに１回健康診断を実施しなけれ
ばなりません。（労働安全衛生法第66条）
ウ　事業場の規模に応じた安全衛生管理体制を確立しなければなりません。
　　（労働安全衛生法第12条等）

ア 安全衛生教育

　労働者に対して、雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を実施しなければなりませ
ん。
　特に、訪問介護労働者に対する安全衛生教育の実施に当たっては、訪問介護関係業務の実
態を踏まえて、腰痛をはじめとした当該業務に関連して発生するおそれのある疾病の原因及
び予防、交通災害の防止に関する項目等を盛り込むよう配意することが望ましいでしょう。

（参考）
　 •交通労働災害防止のためのガイドライン（平成６年２月18日付け基発第83号）
　 •職場における腰痛予防対策指針（平成６年９月６日付け基発第547号）

イ 健康診断

　「常時使用する労働者」に対して、雇入れ時及び１年以内ごとに１回（深夜業等の特定業
務に常時従事する労働者については６か月以内ごとに１回）、定期に健康診断を実施しなけ
ればなりません。
　なお、健康診断の実施は法で定められたものである以上、その実施に要した費用を労働者
に負担させることはできません。

ウ 安全衛生管理体制の確立

　労働安全衛生法の定めるところにより、下欄のとおり事業場規模に応じて衛生管理者、衛
生推進者、産業医を選任するとともに、衛生委員会を設置し、労働者の健康障害の防止に関
する対策を検討するなど安全衛生管理体制を確立しなければなりません。

○衛生管理者等の選任・設置が必要な事業場の規模（「訪問介護事業（日本

標準産業分類7592）」

衛生管理者の選任 労働者数50人以上の事業場

衛生推進者の選任 労働者数10人以上49人以下の事業場

産業医の選任 労働者数50人以上の事業場

衛生委員会の設置 労働者数50人以上の事業場

※　上欄で示した労働者数は、常時使用する労働者数であり、繁忙期などにおいて臨時に雇
い入れる労働者は含みませんが、短時間労働者であっても常時使用する場合には、労働者
数に含みます。


